
一 般 質 問 （令和８年第３回中間市議会定例会）

令和８年６月１８日 ＮＯ．２

質 問 者 質 問 事 項 ・ 要 旨 指定答弁者

阿 部 伊知雄

（３）長期化している中東情勢の本格的な影響は、この秋から

出てくるのではないかと言われています。国は７月から９

月までの使用分の電気・ガス料金の支援を決めました。そ

こで、国の電気・ガス料金の支援が終了する秋に、中間市と

して物価高騰に対する市民生活の負担軽減として、ゴミ袋

の配布を各世帯に行ってはどうでしょうか。市の見解を伺

います。

市 長

担当部課長

３．経済的な理由で進学をあきらめさせないための子どもの学

習、進学支援について

令和６年６月に改正された「こどもの貧困の解消に向けた対

策の推進に関する法律」では、貧困により子どもの権利が害さ

れることなどが深刻な問題であることを踏まえ、子どもの現在

の貧困を解消するとともに将来の貧困を防ぐための対策が推進

されなければならないことが明記されています。そこで伺いま

す。

（１）生活困窮世帯の中学生や高校生が経済的な理由で進学を

あきらめることがないよう、具体的に中間市はどのような

学習支援を行っているのでしょうか。

（２）経済的な理由で進学をあきらめることがないように生活

困窮世帯の高校生の大学、短期大学、専門学校への入学試

験や模擬試験の受験料の支援についてはどのようになって

いるのでしょうか。

市 長

担当部課長

森 上 晋 平

１．生成ＡＩを活用した最少の経費による最大の効果の発現、

行政評価のフルディスクローズ及び「１０％減税」による都

市経営戦略について

地方自治法第２条第１４項は、地方公共団体に対し「最少の

経費で最大の効果」を挙げる義務を課しています。市長も令和

７年９月定例会において「先端技術への積極的な投資を強く推

進する決意と覚悟」を表明されました。現在、国においては高市

首相が施政方針でＡＩを「成長のスイッチ」と位置づけ、財政出

動を辞さない方針を明確にしています。

一方、財政民主主義の観点から血税の使途や行政評価は広く

公開されるべきですが、本市の公式ＨＰにおける行政評価の公

表が６年以上更新停止している現状は、市民への説明責任や同

法の求める運営の合理化の観点から深刻な課題です。

前例踏襲の「枠配分方式」を脱却し、国の成長戦略に則り、Ａ

Ｉ活用による事務効率化とゼロベースの見直しを断行すれば、

令和７年度ベースの人件費・物件費（計約５５億円規模）から中

長期的に２５％（約１０億円規模）の減税財源創出は理論上十

分に可能であると考えます。聖域なき行革によって、まずは「１

０％減税」を実現し、本市の定住魅力を劇的に高めるべきと考

えますが、市長の所見を以下４点にわたり伺います。

市 長

担当部課長


